分譲(区分所有)マンション用の消防計画作成例

（区分所有マンション）消防計画
第１章　総則
（目的）
第１条　この計画は、（マンション名）の防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災等の予防及び人命安全の確保及び被害の極限防止を図ることを目的とする。
（定義）
第２条　この計画において用いる用語の意義は、次の各号のとおりとする。
⑴　区分所有権　　　建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号。以下「区分所有法」という。）第２条第１項の区分所有権をいう。
⑵　区分所有者　　　区分所有法第２条第２項の区分所有者をいう。
⑶　占有者　　　　　区分所有法第６条第３項の占有者をいう。
⑷　専有部分　　　　区分所有法第２条第３項の専有部分をいう。
⑸　共有部分　　　　区分所有法第２条第４項の共有部分をいう。
⑹　敷地　　　　　　区分所有法第２条第５項の敷地をいう。
⑺　専用使用権　　　（マンション名）管理規約（以下「管理規約」という。）第２条第８号の専用使用権をいう。
⑻　専用使用部分　　管理規約第２条第９号の専用使用部分をいう。
⑼　管理組合　　　　区分所有法第３条に基づき設置された（マンション名）管理組合をいう。
⑽　管理業者　　　　マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号。以下「適正化法」という。）第４４条のマンション管理業を営む者をいう。
（消防計画の適用範囲等）
第３条　この計画に定めた事項の適用範囲は次のとおりとする。
⑴　（マンション名）に、居住し、勤務し又は出入りするすべての者
⑵　防火管理業務の一部を受託している者
２　この消防計画の制定、改正又は廃止は、管理組合総会の議決をもって行うものとする。
（防火管理業務等の一部委託）
第４条　管理規約第　　条に基づき、管理規約第　　条に定める管理組合の業務の一部を別紙１の防火管理業務の委託状況表とおり管理業者に委託する。
⑴　委託者からの指揮命令
管理組合から委託を受けて防火管理業務に従事する者は、この計画に定めるところにより、管理権原者、防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令の下に適正に業務を実施しなければならない。
⑵　委託者への報告
受託者は、受託した業務についてこの計画のほか適正化法に基づき業務を適正に行い、定期に防火管理者に報告するものとする。
（防火管理者の権限と業務）
第５条　防火管理者は、計画について一切の権限を有し次の業務を行うものとする。
⑴　消防計画の検討及び変更
⑵　消火、通報、避難誘導等の訓練とその実施
⑶　建物等の自主点検及び消防設備等の点検の実施
⑷　火気の使用又は取扱いに関する指導監督
⑸　収容人員の把握と安全管理
⑹　消防用設備等の設置位置及び避難経路を明示した「避難経路図」の作成掲示に関すること。
⑺　消防機関等への報告、連絡に関すること。
（消防機関への報告及び連絡）
第６条　防火管理者は、次の業務について消防機関への報告、届出及び連絡を行うものとする。
⑴　消防計画の提出（改正の都度）
⑵　建築物及び諸設備の設置又は変更の事前連絡並びに法令に基づく諸手続き
⑶　消防用設備等の点検結果の報告（３年に1回）
⑷　消防訓練時における事前通報及び指導の要請
⑸　その他、防火管理について必要な事項
第２章　予防管理対策
（予防管理組織）
第７条　日常の火災予防及び地震時の出火防止を図るため防火管理者のもとに別表１のとおり火元責任者を定める。
（火元責任者の業務）
第８条　火元責任者は、次の業務を行うものとする。
⑴　調理場は整理整頓しておくこと。
⑵　建物、火気使用設備、器具、電気設備等の日常の維持管理
⑶　担当区域内の消防用設備の維持管理
⑷　地震時における火気使用設備の維持管理
⑸　担当区域内の避難口及び通路等の維持管理
⑹　防火管理者の補佐
（自主点検）
第９条　共有部に係る建物構造、防火施設、避難施設、消防用設備等、火気使用設備器具、電気設備等について適切な機能を維持するため、別表２のとおり点検を実施し、その記録を保存する。
２　専有部分及び専用使用部分に係る日常の点検は、区分所有者又は占有者が随時行うものとし、不備事項があれば直ちに防火管理者に報告しなければならない。
（消防用設備等の法定点検）
第１０条　消防法第１７条の３の３に基づき消防用設備等の機能を維持管理するため、消防設備士等点検資格者による点検を別表３のとおり実施する。
（防火対象物点検対象物の維持台帳の保存及び点検結果の報告）
第１１条　管理組合は、自主点検の結果を記録し保存するとともに、消防法第１７条の３の３の点検結果については、３年に１回　　　消防署長に報告すること。
第３章　火災予防対策
（防火管理者への連絡事項）
第１２条　次に掲げる事項を行おうとする者は、事前に防火管理者に連絡し防火管理上必要な指示を受けなければならない。
⑴　指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。
⑵　火気使用設備を設置し使用するとき。（専用部分における小型器具を除く。）
⑶　管理規約で届出が必要となる改装、模様替え等の工事を行うとき。
⑷　その他、防火管理上必要な事項
（遵守事項）
第１３条　（マンション名）に居住し、勤務し又は出入りする者は、各種災害を防止するため、次の事項を遵守しなければならない。
⑴　避難階段、通路等には避難上支障となる物品を置かないこと。
⑵　消防用設備等の周辺には装飾等をせず、その機能を阻害しないこと。
⑶　喫煙は専用部分及び専用使用部分のほか指定した場所で行うこと。
⑷　防火戸付近には、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。
（火気使用時の遵守事項）
第１４条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
⑴　火気使用設備、器具は使用前、使用後において必ず点検を行い安全を確保すること。
⑵　工事を行う者は、火気管理について防火管理者の指示を受けること。
⑶　喫煙は指定場所以外では行わないこと。
⑷　採暖器具を使用するときは、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に近接して使用しないこと。
第４章　自衛消防活動対策
（自衛消防組織と任務分担）
第１５条　管理組合理事長を自衛消防隊長とし、別表４のとおり自衛消防隊を組織し、避難誘導及びその状況把握、消防機関への連絡通報及び消防隊への情報提供、消火活動に当たるものとする。
（避難経路図等）
第１６条　自衛消防隊長は人命安全を確保するため消防用設備等の設置位置及び屋外に通じる避難経路を明示した避難経路図を作成し、出入りする者に周知しなければならない。
第５章　震災対策
（震災予防対策）
第１７条　防火管理者及び火元責任者は、震災時の災害を予防するため第２章に基づく各施設・器具点検検査にあわせて次の事項を行うこと。
⑴　火気使用設備器具の転倒、落下防止及び自動消火装置、燃料等の自動停止装置等についての動作状況の検査
⑵　その他必要な事項
（震災に備えての準備品）
第１８条　震災に備え、次に掲げる非常用物品を備えるとともに、定期的に点検を実施する。
⑴　ラジオ、サーチライト等
⑵　その他必要なもの
（地震時の活動）
第１９条　地震時の活動は、身体の安全を守ることを最優先に、第４章によるほか速やかに次の初期対応を行う。
⑴　防火管理者は、火災及び負傷者の発生の有無等の被害状況を把握すると共に必要な指示を行う。
⑵　テレビ、ラジオ等により地震情報の収集を行い、周辺の状況を把握する。
⑶　避難場所は、　　　　　　　　　　　　　とする。
（地震後の安全措置）
第２０条　火元責任者は、地震後、建物、火気使用設備器具、電気機器の点検、検査を行い防火管理者に報告し、その安全を確認後、使用を開始すること。
第６章　防災教育及び訓練
（防災教育訓練の実施時期及びその内容）
第２１条　防火管理者は、別表５のとおり居住する者に防災教育及び訓練を行うものとする。
（訓練の実施通報）
第２２条　防火管理者は、自衛消防訓練を実施する場合は、「自衛消防訓練通知書」により、あらかじめ消防署長に通報すること。
附　則
この計画は、管理組合総会において　　　　年　　月　　日に議決され、同日から実施する。
別表１
防火管理業務の委託状況表

（　　　　年　　月　　日　現在）
	防火対象物名称
	
	※用　　　途
	

	管理権原者氏名
	
	※管理者区分
	所 ・ 管・ 占

	防火管理者氏名
	
	※選任区分
	単独・共同・重複

	受託者の氏名
及び住所等


法人にあっては

名称及び主たる

事務所の所在地
	氏名（名　称）

住所（所在地）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel　　　（　　　）

	
	担当事業所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tel　　　(　　　)

	受託者の行う防火管理業務範囲及び方法
	常　駐　方　式
	範　囲
	□　火気使用箇所の点検監視業務

	
	
	
	□　避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理

	
	
	
	□　火災が発生した場合の初動措置

	
	
	
	　□初期消火　□通報連絡　□避難誘導

	
	
	
	□その他（　　　　　　　　　　　　）

	
	
	
	□　周囲の可燃物の管理

	
	
	
	□　その他（　　　　　　　　　　　　）

	
	
	方　法
	常駐場所
	

	
	
	
	常駐人員
	

	
	
	
	委託する防火対象物の区域
	

	
	
	
	委託する時間帯
	

	
	巡　回　方　式
	範　囲
	□　巡回による火気使用箇所の点検等監視業務

	
	
	
	□　火災が発生した場合の初動措置

	
	
	
	　□初期消火　□通報連絡　□その他（　　　　　　）

	
	
	
	□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	方　法
	巡回回数
	

	
	
	
	巡回人員
	

	
	
	
	委託する防火対象物の区域
	

	
	
	
	委託する時間帯
	

	
	遠隔移報方式
	範　囲
	□　火災異常の遠隔監視及び現場確認業務

	
	
	
	□　火災が発生した場合の初動措置

	
	
	
	　□初期消火　□通報連絡　□その他（　　　　　　）

	
	
	
	□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	
	方　法
	現場確認要員の待機場所
	

	
	
	
	到着所要時間
	

	
	
	
	委託する防火対象物の区域
	

	
	
	
	委託する時間帯
	


（備考）

１　「受託者の行う防火管理業務の範囲」については、該当する項目の☐に✓印を付すること。
２　※欄は記入しないこと。

別表１　火元責任者指定表
	火　元　責　任　者
	担　　当　　場　　所

	管理組合の理事及び監事
	共有部分

	区分所有者又は占有者
	専有部分及び専用使用部分


別表２　（自主点検）
	点検部分
	点検担当者
	実施時期

	建物構造等
	管理業者
	委託契約書のとおり

	防火施設
	管理業者
	

	避難施設
	管理業者
	

	消防用設備等
	管理業者
	

	火気使用設備器具
	管理業者
	

	電気設備
	管理業者
	

	エレベーター
	管理業者
	

	その他業務委託事項
	管理業者
	


備考　専有部分は、各区分所有者により自主点検を行うこととする。
別表３　（法定点検）
	消防用設備等
	機器点検
	総合点検

	消火器
	月　　　　　　　月
	

	
	月　　　　　　　月
	月

	
	月　　　　　　　月
	月

	
	月　　　　　　　月
	月


　
備考　半年ごとに機器点検と総合点検を実施することとし、実施月は予定とする。
別表４　（自衛消防組織）
	自衛消防隊長
管理組合理事長
	任務分担
	担　当　者

	
	指　揮
	防火管理者


	
	消火担当
	業務受託者、当該フロア居住者


	
	通報担当
	業務受託者、出火専有部分関係者又は他の発見者


	
	避難誘導担当
	各階居住者



別表５　(防災教育・訓練)
	種　　別
	実施月
	内　　容

	防災教育
	月
	⑴　消防計画の周知徹底
⑵　火災予防上の遵守事項
⑶　震災対策に関する基本的事項
⑷　その他火災予防上必要な事項
⑸　通報訓練
⑹　消火訓練
⑺　避難訓練

	
	随　時
	

	総合訓練
	月
	

	
	月
	

	部　分　訓　練

	通報訓練
	月
	

	
	
	月
	

	
	消火訓練
	月
	

	
	
	月
	

	
	避難誘導
	月
	

	
	
	月
	


